
＜経営指標＞

２．課題

　

給水開始年度（旧三次市エリア）

広島県　三次市（平成２８年４月１日現在（料金は平成２９年４月１日使用分から））
給水開始年度（旧簡水エリア）

経　営　戦　略（概　要　版）

業務名 業種名 事業名
法適用

行政区域内人口（人）：Ａ

水道事業 末端給水事業 昭和４２年度
1か月20ｍ3当たり家事用料金(円)

（２０㎜メーター使用料含む。税込）
（旧三次市エリア）

給水人口（人）：Ｂ

平成２８年４月１日現在

普及率：Ｂ／Ａ（％）
1か月20ｍ3当たり家事用料金(円)

（２０㎜メーター使用料含む。税込）
（旧簡水エリア）

昭和２９年度

三良坂町

Ｓ３０．３

Ｈ９．４

Ｈ２．１０

Ｓ５４．１２

Ｓ３０．８

54,324 47,534 87.5 3,646 4,654

＜未供用の計画給水区域の対応＞
・未施工の計画給水区域をどうするべきか。
＜将来の収入見込み＞
・給水人口・水需要の減少
　人口の減少に伴う給水人口の減少，節水意識の向上
や節水器具の普及による水需要の減少で，今後も給水
収益の増加が見込めない。
・接続率の低い地区がある。

＜維持管理コスト，更新コストの増加＞
・施設，管の老朽化により，今後，維持管理コスト，更新
コストの増加が見込まれる。

＜料金回収率＞
・旧三次市エリアの料金改定を実施したが，依然として
給水原価と供給単価の差分である販売損が生じている。

＜安全で快適に暮らせる生活環境づくり（第２次三次市総合計画）＞
１安全で安心な水道水の安定供給
２施設の統合等，健全な公営企業経営の推進
３予防保全を基軸とする社会資本の戦略的な維持管理・更新

＜簡水統合後の整備方針＞
１経営を考慮した計画給水区域の整備と旧三次市エリア・旧簡水エリアとの連
絡管の整備。平成２９年度に整備計画を作成する。
＜簡水統合後の維持管理方針（マスタースケジュール）＞
１期間
　国の財政支援期間に合わせ，１０年で経営の改善を行う。
２水道局の取組
　①有収率の向上
　　これまでの漏水調査方法に他の調査方法を併用して調査を行う。
　②接続率の向上
　　接続率の低い地区に対し，より強い加入促進活動を行う。
　③簡水統合を踏まえた経営の効率化
　　効率的な更新計画を作成し，施設の統廃合や更新を進める。
　④経営状況の再検証
　　３年経過毎に再検証を行う。

1. 現状

「料金回収率」（見込み） 「起債残高」

＜施設＞

３．経営の基本方針（平成２９年度～平成３８年度）

料金回収率＝供給単価／給水原価
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旧三次市 Ｓ４３．３ 2

事業エリア 給水開始年月 浄水場数
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管路延長　８３０㎞
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当該値 70.96 69.49 69.71 69.72 70.81
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①料金回収率(％) 
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当該値 9,863,603 10,205,634 10,522,218 10,888,190 11,344,608
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②起債残高（単位：千円）     


